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町からのお知らせ

私たちが府中町の人権擁護委員です

一人で悩まずご相談ください

問 人権推進室 ☎ 286 ｰ 3165

　戦後、国民の基本的人権の擁護と人権尊重思
想の普及が強く求められ、基本的人権の尊重を
基調とした日本国憲法が制定されました。
　そして、国民の基本的人権を擁護するため「人
権擁護委員制度」が誕生しました。

人権擁護委員は
　◆�法務大臣から委嘱された民間ボランティア

です。
　◆�人権相談を受けたり、啓発活動を行ってい
ます。

　◆�人権侵害があった場合、法務局の職員と協
力して事実関係を調査し、被害者救済のた
めの最善の方法を一緒に考えます。

府中町では、右のみなさんが人権擁護委員とし
て活動をしています。

活動紹介

「あいさつ運動」を実施しました
　人権啓発活動の一環として、府中町人権擁
護委員・府中町婦人会・府中町女性会の協力
を得て、町内小学校 5校の入学式で「あいさ
つ運動」を行いました。新 1年生に自分を大
切にし、友達にも思いやりの心を持つことの
大切さを学んでほしいという思いを込め、リ
ーフレットなどを配りました。

人権啓発協力自販機を設置しました
　人権に関する相談ダイヤルなどをデザインした、
人権啓発協力自販機を、くすのきプラザ、空城山公
園、揚倉山健康運動公園に設置しました。これは、法
務省が行っている電話・インターネットによる相談
窓口を、多くのみなさんにお知らせするため、コカ･
コーラウエスト株式会社、広島法務局、広島人権擁
護委員協議会と府中町が協力して行ったものです。

(左から)佐藤町長、広島法務局人権擁護部部長･小宮山氏、広島人権
擁護委員協議会会長�鍋島氏、コカ･コーラ�ウエスト㈱ベンディング
市場開発一課課長･山村氏

氏　名 住　所 電話番号
熊野�俊浩 本町３丁目 281-3787
鈴岡�章子 青崎東 284-9374

増田�義憲 瀬戸ハイム３丁目 223-1０51
(勤務先)

奥�美知子 大通２丁目 285-84０8
小濱�樹子 八幡３丁目 283-9663
坂田�眞澄 瀬戸ハイム３丁目 283-7574

上段(左から)　小濱委員、増田委員、坂田委員
下段(左から)　奥委員、熊野委員、鈴岡委員

今月の人権標語

さわやかな
笑顔でみんな
幸せに
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町からのお知らせ

住民税ってどんな税金？？？

納税をお忘れなく

問 税務課町民税係 ☎ 286 ｰ 3143

住民税は、町民税と県民税の総称です
　１月１日現在の住所地 ( 市町村 ) で、前年１
月～ 12 月の所得金額に応じて年税額を算定し、
６月に課税 (通知 )します。
※�町外の人でも町内に事務所や家屋敷等がある場合は ｢均等
割 ｣が課税されます。町内に事業所等を所有している法人
は、個人住民税とは別に ｢法人住民税 ｣が課税されます。

住民税が非課税になる人
　◆生活保護法の生活扶助を受けている人
　◆�障害者、未成年者、寡婦・寡夫 (合計所得金
額が 125 万円以上の場合は除く )

　◆�均等割が課税されない人
　　�合計所得金額が [35 万円× (本人＋控除対象
配偶者＋扶養人数 )＋ 21万円 ]以下の人

　　※扶養親族等がいない場合は、35万円以下。
　　※扶養人数には年少扶養を含みます。

課税のしくみと税額の計算方法

納付方法

住民税(町民税と県民税の総称)
均等割 所得割

町民税3,5００円
県民税2,０００円

課税総所得に課税
(町民税6%�県民税4%)
(分離課税を除く)

　※�平成26年～35年まで市民税・県民税の均等割に｢東日本大震災か
らの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必
要な財源の確保に係る地方税の臨時特例｣として、それぞれ5００
円が加算されています。また、県民税の均等割に、｢ひろしまの
森づくり県民税｣5００円が加算されています。
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　事業所得者や公的年金所得者など給与から住民税を差し引くこ
とができない人などを対象にした納付方法です。納付書(毎年6月
に町から送付する税額通知書に同封)または口座振替により、自分
で納付します。納期は、6･8･1０･1月の年4回です。

給
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　給与所得者の給与から住民税を差し引いて、事業主がまとめて
納入する方法です。6月～翌年5月の年12回の納期なので、普通徴
収の年4回の納期に比べると1回あたりの納税額が少なくなります。
　※�前年中に給与を支払った従業員へ当該年度の4月1日現在給与を支払っ

ている事業主は、その従業員の住民税を特別徴収する義務があります。
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　公的年金にかかる住民税を年金から差し引いて、日本年金機構
等(年金保険者)が町へ納付する方法です。
　4月1日現在、65歳以上の住民税が課税される公的年金受給者が対
象で、年金が支給される偶数月(年6回)に住民税が差し引かれます。
※�年金から住民税の差し引きが初めての人や、前年度に税額変更等で年金からの
差し引きが停止した人の、公的年金所得部分についての差し引きは、10月から
開始されます。また、前年度に年金から住民税を差し引かれている人は、８月
までは前年度の年金特別徴収税額の半分の3分の1にあたる税額が差し引かれ、
1０月以降翌年２月までが再計算された税額で差し引かれます。

始めませんか！地域猫活動

野良猫による迷惑問題や不幸な野良猫を減らすことができます

問 環境課環境衛生係 ☎ 286 ｰ 3242

　地域猫活動は、地域住民（町内会・自治会等）
が主体となって、地域に生息している野良猫の不
妊去勢手術を行うとともに、エサのやり方やフン
の始末などに関するルールを定めて、野良猫を適
切に管理していく活動です。この活動によって、
野良猫による迷惑問題や、不幸な野良猫が徐々に

減少していきます。
　府中町は、今年度から地域猫協議会を立ち上げ、
行政と地域住民が協働し、この活動に取り組んで
います。
　地域猫活動の登録などは、環境課にお問い合わ
せください。

実施主体 主な活動内容 活動の効果

地域住民
（町内会・自
治会等）

適切な
エサやり

場所と時間を決めてエサを与え、エサ
やり場所の清掃を実施 野良猫による迷惑問

題が減少

不幸な野良猫が減少

フン尿の管理 トイレなどを設置し、フン尿の始末、周
辺の清掃を実施

不妊去勢手術
の実施（★）

不妊去勢手術を行い、野良猫の増加を
抑制

★ 広島県は「地域猫活動ガイドライン」に則した地域猫活動に対して、無料で不妊去勢
手術を実施する制度を設けています。（平成2９年度は、先着順で200頭まで）

【野良猫による迷惑問題】 【地域猫活動の概要】

　◆庭にフンや尿をされる
　◆ゴミをあさられる
　◆鳴き声がうるさい
　◆ 家の軒下で子猫が生ま

れている　　など
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